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船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 貨物船 HARMONY WISH 

   ＩＭＯ番号 ８８５３７７６ 

   総 ト ン 数 １,９９９トン 

 

   船 種 船 名 貨物船 しんかずりゅう 

   船 舶 番 号 １３５３３１ 

   総 ト ン 数 ４９９トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２２年５月２１日 １４時５９分ごろ 

   発 生 場 所 大分県姫島村姫島北方沖 

          姫島灯台から真方位３３３°３.２海里付近 

          （概位 北緯３３°４６.７′ 東経１３１°４０.３′） 

 

 

                       平成２４年１月１９日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘  

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長）   

                     委   員  庄 司 邦 昭 

                                     委   員  石 川 敏 行 

                                     委   員  根 本 美 奈   

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船HARMONY
ハ ー モ ニ ー

 WISH
ウィッシュ

は、船長ほか１１人が乗り組み、中華人民共和国寧波
ニンポー

に向け

て姫島北方沖を西進中、貨物船しんかずりゅうは、船長ほか３人が乗り組み、広島県

福山市福山港に向けて姫島北方沖を東進中、平成２２年５月２１日１４時５９分ごろ

霧により視界制限状態となった姫島北方沖において両船が衝突した。 
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 HARMONY WISH には、右舷船首部外板に破口及び凹損等が生じ、しんかずりゅうに

は、左舷船首部ブルワークに曲損及び外板に凹損等が生じたが、両船とも死傷者はい

なかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２２年５月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官ほか１人の船舶事故調査官

を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

平成２２年５月２５日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年５月２６日、６月１５日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

  船舶自動識別装置（ＡＩＳ）∗1の情報記録（以下｢ＡＩＳ記録｣という。）によれ

ば、HARMONY WISH（以下「Ａ船」という。）の運航の経過は、次のとおりであった。 

(1） １４時５２分０５秒ごろ、北緯３３°４６′２８.８″東経１３１°  

４１′３４.２″において、船首方位２８２°（真方位、以下同じ。）、対地

針路２７９.０°及び速力（対地速力、以下同じ。）１０.１ノット（kn）で

航行した。 

(2) １４時５３分５５秒ごろ、北緯３３°４６′３２.７″東経１３１°  

４１′１２.５″において、船首方位２８５°、対地針路２８２.７°及び速

                         
∗1
  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ:Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間、

陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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力１０.０kn で航行した。 

(3) １４時５４分１５秒ごろ、北緯３３°４６′３３.５″東経１３１°  

４１′０８.８″において、船首方位２９２°、対地針路２８６.２°及び速

力１０.０kn で航行した。 

(4) １４時５５分１５秒ごろ、北緯３３°４６′３７.１″東経１３１°  

４０′５７.５″において、船首方位２９７°、対地針路２９４.７°及び速

力１０.２kn で航行した。 

(5) １４時５６分０３秒ごろ、北緯３３°４６′４０.４″東経１３１°  

４０′４８.３″において、船首方位２８５°、対地針路２８３.２°及び速

力９.９kn で航行した。 

(6) １４時５６分３６秒ごろ、北緯３３°４６′４１.８″東経１３１°  

４０′４２.２″において、船首方位２８５°、対地針路２８６.１°及び速

力９.９kn で航行した。 

(7) １４時５７分３５秒ごろ、北緯３３°４６′４３.６″東経１３１°  

４０′３０.５″において、船首方位２７７°、対地針路２７９.９°及び速

力１０.０kn で航行した。 

(8) １４時５７分５５秒ごろ、北緯３３°４６′４４.０″東経１３１°  

４０′２６.５″において、船首方位２７１°、対地針路２７４.１°及び速

力９.８kn で航行した。 

(9) １４時５８分０６秒ごろ、北緯３３°４６′４４.１″東経１３１°  

４０′２４.４″において、船首方位２６４°、対地針路２７２.５°及び速

力９.８kn で航行した。 

(10) １４時５８分２６秒ごろ、北緯３３°４６′４３.７″東経１３１°  

４０′２０.６″において、船首方位２５６°、対地針路２５６.４°及び速

力９.３kn で航行した。 

(11) １４時５８分３５秒ごろ、北緯３３°４６′４３.５″東経１３１°  

４０′１９.２″において、船首方位２３５°、対地針路２７２.４°及び速

力８.６kn で航行した。 

(12) １４時５８分４６秒ごろ、北緯３３°４６′４３.０″東経１３１°  

４０′１７.７″において、船首方位２０４°、対地針路２３４.１°及び速

力７.０kn で航行した。 

(13) １４時５９分０６秒ごろ、北緯３３°４６′４１.３″東経１３１°  

４０′１６.５″において、船首方位１７８°、対地針路１９８.５°及び速

力５.７kn で航行した。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 
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 2.1.2 ＧＰＳプロッターの航跡による運航の経過 

しんかずりゅう（以下「Ｂ船」という。）のＧＰＳプロッターに残された航跡に

よれば、Ｂ船の衝突前の運航の経過は、次のとおりであった。 

Ｂ船は、対地針路約０９３°から約１２４°となって約４８０ｍ航行し、その後、

対地針路約１５０°となって約１１０ｍ、さらに、対地針路約１８１°で約５０ｍ

航行し、本事故発生場所付近に至った。 

 

2.1.3  乗組員の口述による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及び 

二等航海士（以下「航海士Ａ」という。）並びにＢ船の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）及び一等航海士（以下「航海士Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりで

あった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１１人が乗り組み、平成２２年５月２０日、阪神港堺

泉北区を出港し、瀬戸内海を経由して中華人民共和国寧波に向かった。 

船長Ａは、翌２１日０９時ごろから船橋当直に就き、霧のために視程が約 

１００～２００ｍとなった状況下、１２時３０分ごろ昇橋した航海士Ａに視

界が悪いので見張りを厳重に行うことなどを指示して引継ぎを行い、１３時

ごろ船橋当直を交替して自室で休息をとった。 

航海士Ａは、甲板手を手動操舵に就け、霧中信号を行わず、レーダーを主

に３海里（Ｍ）レンジとして見張りを行いながら約１０kn の対水速力で周

防灘を西進した。 

航海士Ａは、１４時５２分ごろ、周防灘に設定されている推薦航路*2（以

下「周防灘航路」という。）の中央線の右側を針路約２８２°で航行してい

たとき、レーダーで左舷船首１０°２.５Ｍ付近にＢ船を探知し、ＡＩＳの

情報によってＢ船の動静などを確認しようとしたが、ＡＩＳにＢ船の情報が

表示されていなかった。 

航海士Ａは、Ａ船が周防灘航路の中央線の右側を航行しており、Ｂ船が左

側を航行しているので、両船が互いに左舷を対して通過することになると思

い、１４時５４分ごろ通過距離を広げるために約１３°右転して約２９５°

に変針した。 

航海士Ａは、Ａ船が右転したのち、１４時５６分ごろ、Ｂ船のレーダー映

                         
*2  「推薦航路」とは、地形、海潮流その他の自然条件のみを考慮の上、航海の安全のために水路図

誌の発行者が推薦した航路をいい、法的に規定されたものではない。推薦航路に沿って航行する船

舶の多くは、海図に記載された同航路の中央線の右側を航行している。 
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像がＡ船の正船首約０.６Ｍを右方に横切り、互いに右舷を対して通過する

態勢となったので、今度は、通過距離を広げようとして約１５°左転して約

２８０°に変針したところ、Ｂ船のレーダー映像がＡ船に接近してくるのを

認めた。 

航海士Ａは、接近するＢ船と衝突の危険を感じ、１４時５７分ごろ左舵一

杯をとるとともに微速力前進に減速したが、１４時５９分ごろＡ船の右舷船

首部とＢ船の左舷船首部とが衝突し、さらに、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の左

舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、減速時の機関音の変化に気付いて昇橋したが、その直後に両船

が衝突した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、平成２２年５月２１日１２時００分

ごろ福岡県苅田町苅田港を出港し、福山港に向かった。 

船長Ｂは、出港操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、平郡水道に向か

うために山口県上関町祝島南方沖に向けて針路約０９５°及び約１１kn の

対水速力で航行し、１４時２５分ごろ周防灘航路第４号灯浮標の西方１Ｍ付

近で航海士Ｂに時々視界が悪くなるので注意するようにと指示して船橋当直

を交替した。 

船長Ｂは、降橋して機関室に向かい、機関長に船橋で見張りを手伝うよう

に指示したのち、自室に戻って休息した。 

航海士Ｂは、昇橋した機関長を見張りに就け、周防灘航路第４号灯浮標の

南方約２００ｍを通過し、針路約０９５°で周防灘航路第５号灯浮標の北方

に向け、周防灘航路の中央線を南側から北側に向けて横切る態勢で斜航した。 

航海士Ｂは、１４時４９分ごろから霧のために視程が約１００ｍとなった

が、霧中信号を行わずに約１１kn の対水速力を保持して自動操舵で航行中、

３Ｍレンジとしたレーダーにより右舷船首２０°２Ｍ付近にＡ船を探知し、

Ａ船が周防灘航路を北側から南側に斜航しているものと思った。 

航海士Ｂは、その後、Ａ船のレーダー映像がＢ船に向けてまっすぐに接近

してくるので、Ａ船と接近することになると思い、衝突の約２～３分前に自

ら手動操舵に就いて右転し、針路を約１２０～１２５°とした。 

航海士Ｂは、右転したのちもＡ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近して

くるので、汽笛の押しボタンを押して長音１回を鳴らし、微速力前進として

右舵一杯をとり、続いて機関を停止したが、Ａ船を左舷至近に視認した直後

にＢ船の左舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突し、さらに、両船の船尾部

が衝突した。 
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船長Ｂは、機関長からの電話連絡を受けて昇橋したが、その直後に両船が

衝突した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２２年５月２１日１４時５９分ごろで、発生場所は、姫

島灯台から３３３°３.２Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図①、付図２ 推定航行経路図② 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長Ａ及び船長Ｂの口述並びに両船の損傷写真によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

右舷船首部外板に破口及び凹損、右舷船尾部ブルワークに曲損等 

(2) Ｂ船 

左舷船首部ブルワークに曲損、左舷船首部外板に凹損、左舷船首部フェア 

リーダーに損傷、左舷船尾部ブルワークに凹損等 

（写真１ Ａ船の損傷状況（船首部）、写真２ Ａ船の損傷状況（船尾部）、写真３ 

Ｂ船の損傷状況（船首部）、写真４ Ｂ船の損傷状況（船尾部） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

① 船長Ａ 男性 ４１歳 国籍 中華人民共和国  

      締約国資格受有者承認証 船長（カンボジア王国発給） 

       交付年月日 ２００９年１２月８日 

             （２０１０年１１月２９日まで有効） 

② 航海士Ａ 男性 ３５歳 国籍 中華人民共和国 

  締約国資格受有者承認証 二等航海士（カンボジア王国発給） 

交付年月日 ２００８年５月２７日 

（２０１２年４月２９日まで有効） 

③ 船長Ｂ 男性 ３８歳 

      五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成７年６月３０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月３０日 

免状有効期間満了日 平成２７年６月２９日 
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④ 航海士Ｂ 男性 ５３歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５８年３月２２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１月３０日 

免状有効期間満了日 平成２４年１月３０日 

(2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

１９９１年に甲板部員として乗船し、その後、航海士になって順次昇進

して２００２年に初めて船長となった。Ａ船には、２００９年９月に船長

として乗船し、日本の諸港へは何度も寄港したので、日本沿岸の航行経験

は豊富であった。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好であり、視力は正常であった。 

② 航海士Ａ 

航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

１９９６年に船員になり、２００２年に二等航海士になった。Ａ船には、

２０１０年３月２６日に乗船した。この間、日本、中華人民共和国及び大

韓民国の３国間を運航する船舶に乗船していたので、日本沿岸の航行経験

は豊富であった。 

ｂ 健康状態は良好であった。 

③ 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

２０歳の頃、貨物船に甲板員として乗船し、平成７年に海技免許を取得

して一等航海士になった。Ｂ船には、建造時から乗船しており、平成２１

年１１月４日に船長職に就いた。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好であった。 

④ 航海士Ｂ 

航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

１９歳の頃、遠洋マグロ漁船に甲板員として乗船し、その後、内航貨物
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船の甲板員となり、昭和５８年に海技免許を取得して一等航海士になった。

Ｂ船には、平成１９年に二等航海士として乗船し、平成２１年１１月に一

等航海士になった。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番号  ８８５３７７６ 

船 籍 港  PHNOMPENH（カンボジア王国） 

船舶所有者  HARMONY WISH(HK)SHIPPING CO.,LIMITED（中華人民共和国

香港特別行政区） 

総 ト ン 数  １,９９９トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ８５.６０ｍ×１３.５０ｍ×７.００ｍ 

船   質  鋼 

機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  １,１７６kＷ（連続 大） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

建 造 年  １９９１年 

乗 組 員  １２人（中華人民共和国籍） 

(2) Ｂ船 

船 舶 番 号  １３５３３１ 

船 籍 港  山口県防府市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ４９９トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ７９.０３ｍ×１２.００ｍ×６.９０ｍ 

船   質  鋼 

機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  ７３５kＷ（連続 大） 

推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  平成９年５月８日 

 

 2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 
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船長Ａの口述によれば、スクラップ約１,３２３ｔを積み、喫水は、船首

約２.４ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、苅田港で揚げ荷して空船となり、喫水は、船首約

１.５５ｍ、船尾約３.００ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船尾船橋型の貨物船であり、操舵室には、前部中央に操舵装置及

びＡＩＳ受信機が、左舷側にレーダー２台、右舷側に機関操縦盤、ＧＰＳプ

ロッターなどが装備され、機関は、機関操縦盤により操舵室から直接操縦で

きるようになっていた。 

船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、Ａ船は、船長Ａが２０時～２４時、

航海士Ａが００時～０４時及び一等航海士が０４時～０８時の４時間交替の

船橋当直体制をとっていた。また、本事故当時、船体、機関及び機器類に不

具合又は故障はなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

Ｂ船は、バウスラスターを装備した船尾船橋型の貨物船であり、操舵室に

は、中央に操舵装置、左舷側にレーダー２台、右舷側に機関及びバウスラス

ターの操縦盤、ＧＰＳプロッターなどが装備され、機関は、機関操縦盤によ

り操舵室から直接操縦できるようになっていた。 

Ｂ船は、船長Ｂ、航海士Ｂ及び二等航海士の３人で３時間交替の船橋当直

体制をとっていた。また、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は

故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 本事故現場の南西約７.５Ｍに位置する国見地域気象観測所における観測

値は、次のとおりであった。 

１４時００分 風向 北北東、風速 ２.１m/s、気温 ２３.０℃、降水

量 ０.０mm 

１５時００分 風向 北北東、風速 １.８m/s、気温 ２３.２℃、降水

量 ０.０mm 

(2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、姫島における本事故当時の潮汐は、下
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げ潮の中央期であり、周防灘東部における潮流は、１４時４０分が転流時、

１７時４３分が南東流の 強時で流速は０.３kn であった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時の気象及び海象は、次のとおりで

あった。 

(1) 船長Ａ 

天気は霧で弱い南寄りの風が吹き、視程は約１００～２００ｍであった。 

(2) 船長Ｂ 

風速約１m/s の東南東風が吹き、視界は良くなったり悪くなったりしてお

り、本事故当時の視程は約１００ｍであった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌及び海図Ｗ１１０１（周防灘及び付近）によれば、

次のとおりであった。 

本事故発生場所は、姫島北西方の周防灘であり、瀬戸内海を東西に航行する船舶と

豊後水道を航行する船舶とで交通流が交差し、船舶の通航量が多い海域となっており、

東方の伊予灘と西方の下関南東水道とを結ぶ周防灘航路が設定されている。 

周防灘航路には、周防灘航路第１～６号灯浮標が設置されて同航路の中央線が示さ

れており、これらの灯浮標を結ぶ基準針路が１０２°（２８２°）であり、同航路に

沿って航行する船舶の多くは、中央線の右側を航行している。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

(1) Ａ船 

2.1.1 及び 2.1.3(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 

① Ａ船は、霧により視程が約１００～２００ｍの視界制限状態となった状

況下、霧中信号を行わず、針路約２８２°及び対水速力約１０kn で周防

灘を西進し、船橋当直中の船長Ａが、２１日１２時３０分ごろ昇橋した航

海士Ａに視界が悪いので見張りを厳重に行うことなどを指示し、１３時ご

ろ船橋当直を交替した。 
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② 航海士Ａは、甲板手を手動操舵に就け、レーダーを主に３Ｍレンジとし

て見張りを行い、１４時５２分ごろ、姫島灯台から３５２°２.６７Ｍ付

近において、船首方位約２８２°、対地針路約２７９°及び速力約   

１０.１kn で航行した。 

③ 航海士Ａは、レーダーでＢ船を左舷船首１０°２.５Ｍ付近に探知し、

Ｂ船と左舷を対して通過する状況であると思い込み、通過距離を広げるた

め、１４時５４分ごろ、姫島灯台から３４６°２.７９Ｍ付近において、

Ｂ船が正船首１.６２Ｍ付近となったとき、針路が約２９５°となるよう

に変針して船首方位が約２９２°となった。 

④ 航海士Ａは、１４時５６分ごろ、姫島灯台から３４１°３.０１Ｍ付近

において、Ｂ船が正船首０.９２Ｍ（１,７０３ｍ）付近となり、Ｂ船の 

レーダー映像がＡ船の正船首を右方に横切ったのを認め、Ｂ船と右舷を対

して通過する態勢となったと判断してＢ船との通過距離を広げるため、約 

１５°左転して針路が約２８０°となるように変針し、船首方位が約  

２８５°となった。 

⑤ 航海士Ａは、Ｂ船のレーダー映像がＡ船に接近してくるのを認めて衝突

の危険を感じ、１４時５７分ごろ、Ｂ船が右舷船首１０°０.５８Ｍ 

（１,０７４ｍ）付近となったとき、微速力前進に減速して左転を始めた。 

⑥ Ａ船は、１４時５８分ごろ、姫島灯台から３３５°３.１９Ｍ付近にお

いて、船首方位約２６４°、対地針路約２７２.５°及び速力約９.８kn

となったのち、左舵一杯として左転中、１４時５９分ごろＢ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

2.1.2 及び 2.1.3(2)から、次のとおりであったものと考えられる。 

① Ｂ船は、苅田港を出港し、船長Ｂが、出港操船に引き続いて単独の船橋

当直に就き、祝島南方沖に向けて針路約０９５°及び約１１knの速力で航

行中、１４時２５分ごろ周防灘航路第４号灯浮標の約１Ｍ西方で航海士Ｂ

に時々視界が悪くなるので注意するようにと指示して船橋当直を交替した。 

② 航海士Ｂは、昇橋した機関長を見張りに就け、針路約０９５°、対地針

路約０９３°及び速力約１１kn で自動操舵により航行した。 

③ Ｂ船は、１４時３０分ごろ周防灘航路第４号灯浮標の南方約２００ｍを

通過し、周防灘航路第５号灯浮標の北方に向けて周防灘航路の中央線の南

側から北側に向けて横切りながら東進した。 

④ 航海士Ｂは、１４時４９分ごろ霧のために視程が約１００ｍの視界制限

状態となったが、霧中信号を行わずに約１１kn の速力を保持して自動操

舵で航行中、１４時５３分ごろ、姫島灯台から３２２°３.９５Ｍ付近に
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おいて、レーダーにより右舷船首８°２.０Ｍ付近にＡ船を探知し、Ａ船

が周防灘航路の中央線の北側から南側に向けて横切りながら斜航している

ものと思い込んだ。 

⑤ 航海士Ｂは、その後、Ａ船のレーダー映像がＢ船に向けてまっすぐに接

近してくるので、Ａ船と接近することになると思い、１４時５７分ごろ、

姫島灯台から３３１°３.５１Ｍ付近において、Ａ船が右舷船首１７° 

０.５８Ｍ（１,０７４ｍ）付近となったとき、自ら手動操舵に就いて右転

し、対地針路約１２４°で航行した。 

⑥ 航海士Ｂは、右転したのちもＡ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近し

てくるので、１４時５８分３０秒ごろ、姫島灯台から３３３°３.２８Ｍ

付近において、Ａ船が右舷船首１３°０.１０Ｍ（１８５ｍ）付近となっ

たとき、Ａ船との衝突を避けようとして右転し、対地針路約１５０°、更

に同約１８１°となり、汽笛で長音１回を鳴らすとともに微速力前進とし

て右舵一杯をとり、続いて機関を停止したが、Ａ船と衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２２年５月２１日１４時５９分ごろであ

り、発生場所は、姫島灯台から３３３°３.２Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

 ２.１から、Ａ船が、速力約６.７～５.７kn で左転中、Ｂ船が、約１１kn から減

速しながら右転中、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突し、さらに、両

船の船尾部が衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

 ２.４(1)から、航海士Ａは、適法で有効な締約国資格受有者承認証を有し、航海

士Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。 

 

 3.2.2 船舶の状況 

 2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故当時の気象及び海象は、次のとおりであったものと考えられ
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る。 

天気 霧、風向 東南東、風力 １、視程 約１００ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、

潮流 南東流 

 

 3.2.4 霧中信号及び速力の状況 

(1) Ａ船 

2.1.1 及び 2.1.2(1)から、Ａ船は、視界制限状態において霧中信号を行わ

ず、衝突の約２分前にＢ船との衝突の危険を感じて減速を始めたが、それま

で約１０kn の速力を保持していたものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

2.1.2(2)から、Ｂ船は、視界制限状態において霧中信号を行わず、衝突の

約３０秒前にＡ船との衝突を避けようとして減速を始めたが、それまで約 

１１kn の速力を保持していたものと考えられる。 

 

 3.2.5 レーダーによる見張り及び操船状況 

(1) Ａ船 

2.1.3(1)及び 3.1.1(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 

① 航海士Ａは、Ｂ船をレーダーで左舷船首方に探知したとき、ＡＩＳの情

報によってＢ船の動静を確認しようとしたが、Ｂ船の情報が表示されてい

なかったので確認することができず、１４時５４分ごろ、Ｂ船が正船首付

近となったとき、Ｂ船と左舷を対して通過する態勢であると思い込んでい

たので、通過距離を広げるため、針路が約２９５°となるように変針して

船首方位が約２９２°となった。 

航海士Ａは、Ｂ船をレーダーで探知した頃、Ｂ船が周防灘航路の中央線

の南側から北側に向けて横切りながら東進し、進路を交差させて左舷船首

方から接近する態勢であったものの、左舷船首方に探知したＢ船が正船首

付近となったとき、Ｂ船と左舷を対して通過する状況であると思い込んで

いたので、右に変針し、その後、右に変針して通過距離を広げた針路で航

行していてもＢ船が正船首方に接近してきたことを認めた。 

Ｂ船が、左舷を対して通過する状況であれば、上記の変針を行うことに

より、Ｂ船の映像は正船首付近に接近することなく左舷方に変化するもの

と考えられるが、Ｂ船の映像が正船首付近に接近してきてもＢ船と左舷を

対して通過する状況であると思い込んでいたことから、航海士Ａは、Ｂ船

をレーダーのみで探知していたが、Ｂ船と著しく接近することとなるかど

うか又は衝突するおそれがあるかどうかを適正に判断せず、速力を保持し
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て航行した。 

② 航海士Ａは、１４時５６分ごろ、姫島灯台から３４１°３.０１Ｍ付近

において、Ｂ船が正船首０.９２Ｍ（１,７０３ｍ）付近となり、Ｂ船の 

レーダー映像がＡ船の正船首を右方に横切ったのを認め、Ｂ船と右舷を対

して通過する態勢となったと判断してＢ船との通過距離を広げるため、針

路が約２８０°となるように左に変針して船首方位が約２８５°となった。 

③ 航海士Ａは、その後、Ｂ船のレーダー映像がＡ船に接近してくるのを認

めて衝突の危険を感じ、１４時５７分ごろ、Ｂ船が右舷船首１０°   

０.５８Ｍ（１,０７４ｍ）付近となったとき、微速力前進に減速して左転

を始め、その後、左舵一杯とした。 

(2) Ｂ船 

2.1.2、2.1.3(2)及び 3.1.1(2)から、次のとおりであったものと考えられ

る。 

① 航海士Ｂは、１４時５３分ごろ、姫島灯台から３２２°３.９５Ｍ付近

において、レーダーにより右舷船首８°２.０Ｍ付近にＡ船を探知し、Ａ

船が周防灘航路の中央線の北側から南側に向けて横切りながら斜航してい

るものと思い込み、針路及び速力を保持して航行した。 

航海士Ｂは、Ａ船を右舷船首方に探知した頃、Ａ船が周防灘航路の中央

線の北側をこれに沿って西進し、Ｂ船と進路を交差させて右舷船首方から

接近する態勢であったが、Ａ船は周防灘航路の中央線の北側から南側に向

けて横切りながら斜航しているものと思い込み、針路及び速力を保持して

航行し、後記②のとおり、Ａ船を探知して約４分後（衝突の約２分前）に

Ａ船のレーダー映像がＢ船に向けてまっすぐに接近してくるのを認め、右

舷船首１７°０.５８Ｍ（１,０７４ｍ）付近となったときに右転を開始し

た。 

航海士Ｂは、Ａ船が上記のとおり斜航しているものと思い込んでいたこ

とから、レーダーのみでＡ船を探知していたが、Ａ船と著しく接近するこ

ととなるかどうか又は衝突するおそれがあるかどうかを適正に判断せずに

航行していた。 

② 航海士Ｂは、その後、Ａ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近してくる

ので、Ａ船と接近することになると思い、１４時５７分ごろ、Ａ船が右舷

船首１７°０.５８Ｍ（１,０７４ｍ）付近となったとき、自ら手動操舵に

就いて右転を開始した。 

③ 航海士Ｂは、右転したのちもＡ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近

してくるので、Ａ船との衝突を避けようとして更に右転を続けた。 
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 3.2.6 航法の適用 

２.１、3.1.1 及び 3.2.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

本事故において、Ａ船及びＢ船は、霧によって視程約１００ｍとなり、互いに他

の船舶の視野の内にない視界制限状態にある水域を航行中、レーダーのみによって

正横より前方に他船を探知したことから、次に掲げる海上衝突予防法（以下「予防

法」という。）の各規定が適用される。 

(1) 予防法第６条 

船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること

又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な

速力で航行しなければならない。（以下略） 

(2) 予防法第２０条第２項 

法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出から日没ま

での間にあってもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認めら

れる場合は、これを表示することができる。 

(3) 予防法第３５条第２項 

航行中の動力船は、対水速力を有する場合は、２分を超えない間隔で長音

を１回鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。 

(4) 予防法第７条第１項 

船舶は、他船と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の

状況に適したすべての手段を用いなければならない。 

 (5) 予防法第１９条第４項 

他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の船舶に著

しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突するおそれがある

かどうかを判断しなければならず、また、著しく接近することになり、又は

他の船舶と衝突するおそれがあると判断した場合は、十分に余裕のある時期

にこれらの事態を避けるための動作をとらなければならない。 

 (6) 予防法第１９条第５項第１号 

前項の規定による動作をとる船舶は、やむを得ない場合を除き、次に掲げ

る針路の変更を行ってはならない。 

他の船舶が自船の正横より前方にある場合（当該他の船舶が自船に追い越

される船舶である場合を除く。）において、針路を左に転じること。 

(7) 予防法第１９条第６項 

船舶は、他の船舶と衝突するおそれがないと判断した場合を除き、他の船

舶が行う第３５条の規定による音響による信号を自船の正横より前方に聞い

た場合又は自船の正横より前方にある他船と著しく接近することを避けるこ
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とができない場合は、その速力を針路を保つことができる 小限度の速力に

減じなければならず、また、必要に応じて停止しなければならない。この場

合において、船舶は、衝突の危険がなくなるまでは、十分に注意して航行し

なければならない。 

また、本事故における両船の航法に関する主な状況は、次のとおりであった。 

(1) Ａ船及びＢ船は、視程が約１００ｍの視界制限状態となった水域において、

Ａ船が、約１０kn の速力で航行中、衝突の危険を感じて衝突の約２分前に、

また、Ｂ船が、約１１kn の速力で航行中、衝突を避けようとして衝突の約

３０秒前にそれぞれ減速を始めたことから、両航海士が、常時安全な速力で

航行しなければならないという規定を遵守していなかった。 

(2) 両船は、衝突の６分前ごろには相手船をレーダーのみで探知したが、この

頃、Ａ船は周防灘航路の中央線の北側をこれに沿って西進し、Ｂ船は周防灘

航路の中央線の南側から北側に向けて横切りながら東進しており、両船は進

路を交差させて接近していたが、航海士ＡがＢ船と左舷を対して通過する態

勢であると思い込み、また、航海士ＢがＡ船は周防灘航路の中央線の北側か

ら南側に向けて横切りながら斜航しているものと思い込んで航行し、両船が

１Ｍ以下に接近したことから、両航海士が、レーダーのみで探知した船舶は、

当該他船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあるか

どうかを判断しなければならないという規定を遵守していなかった。 

 

 3.2.7 事故発生に関する解析 

２.１、３.１及び 3.2.3～3.2.6 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａは、霧により視程が約１００～２００ｍの視界制限状態となった

状況下、２１日１２時３０分ごろ昇橋した航海士Ａに視界が悪いので見張

りを厳重に行うことなどを指示して船橋当直を交替し、航海士Ａが、甲板

手を手動操舵に就け、霧中信号を行わず、レーダー見張りを行いながら針

路約２８２°及び速力約１０kn で周防灘を西進した。 

② Ａ船は、１４時５２分ごろ、姫島灯台から３５２°２.６７Ｍ付近にお

いて、船首方位約２８２°、対地針路約２７９°及び約１０.１kn で航行

中、航海士Ａが、３ＭレンジとしたレーダーでＢ船を左舷船首１０°  

２.５Ｍ付近に探知し、Ｂ船と左舷を対して通過する状況であると思い込

んでいたので、通過距離を広げるため、１４時５４分ごろ、姫島灯台から

３４６°２.７９Ｍ付近において、Ｂ船が正船首１.６２Ｍ（３,０００

ｍ）付近となったとき、針路が約２９５°となるように右に変針して船首
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方位が約２９２°となった。 

③ 航海士Ａは、左舷船首方に探知したＢ船が正船首付近となったときにＢ

船と左舷を対して通過する態勢であると思い込んでいたので、右に変針し、

その後、右に変針して通過距離を広げた針路で航行していてもＢ船が正船

首付近に接近してきたことを認めたが、レーダーのみで探知したＢ船と著

しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあるかどうかを適

正に判断せず、速力を保持して航行した。 

④ 航海士Ａは、１４時５６分ごろ、姫島灯台から３４１°３.０１Ｍ付近

において、Ｂ船がほぼ正船首０.９２Ｍ（１,７０４ｍ）付近となり、Ｂ船

のレーダー映像がＡ船の正船首を右方に横切ったのを認め、Ｂ船と右舷を

対して通過する態勢となったと判断してＢ船との通過距離を広げるため、

針路が約２８０°となるように左に変針して船首方位が約２８５°となっ

た。 

⑤ 航海士Ａは、Ｂ船のレーダー映像がＡ船に接近してくるのを認めて衝突

の危険を感じ、１４時５７分ごろ、Ｂ船が右舷船首１０°０.５８Ｍ 

（１,０７４ｍ）付近となったとき、微速力前進に減速して左転を始めた。 

⑥ Ａ船は、１４時５８分ごろ、姫島灯台から３３５°３.１９Ｍ付近にお

いて、船首方位約２６４°、対地針路約２７２.５°及び速力約９.８kn

となったのち、左舵一杯として左転を続け、１４時５９分ごろＢ船と衝突

した。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、出港操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、祝島南方沖に

向けて針路約０９５°に定め、約１１kn の速力で航行し、１４時２５分

ごろ周防灘航路第４号灯浮標の約１Ｍ西方で航海士Ｂに時々視界が悪くな

るので注意するようにと指示して船橋当直を交替した。 

② 航海士Ｂは、昇橋した機関長を見張りに就け、針路約０９５°、対地針

路約０９３°及び速力約１１kn で自動操舵により航行中、１４時３０分

ごろ周防灘航路第４号灯浮標の南方約２００ｍを通過し、周防灘航路第５

号灯浮標の北方に向け、周防灘航路の中央線の南側から北側に向けて横切

りながら東進した。 

③ 航海士Ｂは、１４時４９分ごろから霧により視程が約１００ｍの視界制

限状態となったが、霧中信号を行わずに約１１kn の速力を保持して自動

操舵で航行中、１４時５３分ごろ、姫島灯台から３２２°３.９５Ｍ付近

において、３Ｍレンジとしたレーダーにより右舷船首８°２.０Ｍ付近に

Ａ船を探知し、Ａ船が周防灘航路の中央線の北側から南側に向けて横切り
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ながら斜航していると思い込み、針路及び速力を保持して航行した。 

④ 航海士Ｂは、その後、Ａ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近してくる

ので、Ａ船と接近することになると思い、１４時５７分ごろ、Ａ船が右舷

船首１７°０.５８Ｍ（１,０７４ｍ）付近となったとき、自ら手動操舵に

就いて右転し、対地針路約１２４°で航行した。 

⑤ 航海士Ｂは、Ａ船をレーダーで探知してから約４分後（衝突の約２分

前）にＡ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近してくることを認めて右転

を開始したことから、Ａ船を右舷船首方にレーダーのみで探知した際、Ａ

船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあるかどう

かを適正に判断せずに航行していた。 

⑥ 航海士Ｂは、右転したのちもＡ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近し

てくるので、１４時５８分３０秒ごろ、姫島灯台から３３３°３.２８Ｍ

付近において、Ａ船が右舷船首１３°０.１０Ｍ（１８５ｍ）付近となっ

たとき、Ａ船との衝突を避けようとして右転し、対地針路約１５０°、更

に同約１８１°となり、汽笛で長音１回を鳴らすとともに微速力前進とし

て右舵一杯をとり、続いて機関を停止したが、Ａ船と衝突した。 

 

 

４ 結 論 

 

４.１ 分析の要約 

 事故の経過 

(1) Ａ船 

① 航海士Ａは、霧により視程が約１００～２００ｍの視界制限状態となった

状況下、２１日１２時３０分ごろ、船長Ａから船橋当直を引き継ぎ、甲板手

を手動操舵に就け、霧中信号を行わず、レーダー見張りを行いながら周防灘

を西進した。 

② Ａ船は、１４時５２分ごろ、対地針路約２７９°及び約１０.１kn で航行

中、航海士Ａが、３ＭレンジとしたレーダーでＢ船を左舷船首方に探知し、

１４時５４分ごろ、Ｂ船と左舷を対して通過する状況であると思い込んでい

たので、通過距離を広げるため、右に変針して船首方位が約２９２°となっ

た。 

③ 航海士Ａは、その後、Ｂ船が正船首付近に接近してきたことを認めたが、

レーダーのみで探知したＢ船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突
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するおそれがあるかどうかを適正に判断せず、速力を保持して航行した。 

④ 航海士Ａは、１４時５６分ごろ、Ｂ船のレーダー映像がＡ船の正船首を右

方に横切ったのを認め、Ｂ船と右舷を対して通過する態勢となったと判断し

てＢ船との通過距離を広げるため、左に変針して船首方位が約２８５°と 

なった。 

⑤ 航海士Ａは、その後もＢ船のレーダー映像がＡ船に接近してくるのを認め

て衝突の危険を感じ、１４時５７分ごろ、Ｂ船が右舷船首１０°０.５８Ｍ

（１,０７４ｍ）付近となったとき、微速力前進に減速して左転を始めた。 

⑥ Ａ船は、１４時５８分ごろ、船首方位約２６４°、対地針路約２７２.５°

及び速力約９.８kn となったのち、左舵一杯として左転を続け、１４時５９

分ごろＢ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

① 航海士Ｂは、１４時２５分ごろ、周防灘航路第４号灯浮標の約１Ｍ西方で

船長Ｂから船橋当直を引き継ぎ、機関長を見張りに就け、１４時３０分ごろ、

周防灘航路第４号灯浮標の南方約２００ｍを通過して周防灘航路第５号灯浮

標の北方に向け、周防灘航路の中央線の南側から北側に向けて横切りながら、

針路約０９５°、対地針路約０９３°及び速力約１１kn で自動操舵により

航行した。 

② 航海士Ｂは、１４時４９分ごろから霧により視程が約１００ｍとなったが、

霧中信号を行わずに約１１kn の速力を保持して航行中、１４時５３分ごろ

３Ｍレンジとしたレーダーにより右舷船首８°２.０Ｍ付近にＡ船を探知し、

Ａ船が周防灘航路の中央線の北側から南側に向けて横切りながら斜航してい

ると思い込み、針路及び速力を保持して航行した。 

③ 航海士Ｂは、その後、Ａ船のレーダー映像がＢ船に向けて接近してくるの

で、Ａ船と接近することになると思い、１４時５７分ごろ自ら手動操舵に就

いて右転した。 

④ 航海士Ｂは、Ａ船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそ

れがあるかどうかを適正に判断せずに航行し、右転したのちもＡ船のレー 

ダー映像がＢ船に向けて接近してくるので、１４時５８分３０秒ごろ、Ａ船

との衝突を避けようとして更に右転し、汽笛で長音１回を鳴らすとともに微

速力前進として右舵一杯をとり、続いて機関を停止したが、Ａ船と衝突した。 

 

４.２ 原因 

本事故は、霧により視界制限状態となった姫島北方沖において、Ａ船が周防灘航路

の中央線の北側をこれに沿って西進中、Ｂ船が周防灘航路の中央線の南側から北側に
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向けて横切りながら東進中、互いにレーダーのみにより相手船を正横より前方に探知

した際、航海士Ａ及び航海士Ｂが相手船と著しく接近することとなるかどうか又は衝

突するおそれがあるかどうかを適正に判断しなかったため、航海士Ａが進路を交差さ

せて左舷船首方から接近するＢ船の態勢に気付かず、航海士Ｂが針路及び速力を保持

して航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

航海士Ａが、相手船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあ

るかどうかを適正に判断しなかったのは、レーダーでＢ船を左舷船首方に探知した際、

Ｂ船と左舷を対して通過する状況であると思い込んだことによるものと考えられる。 

航海士Ｂが、相手船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあ

るかどうかを適正に判断しなかったのは、レーダーでＡ船を右舷船首方に探知した際、

Ａ船は周防灘航路の中央線を北側から南側に向けて横切りながら斜航しているものと

思い込んだことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

 本事故は、Ａ船及びＢ船が、霧により視界制限状態となった姫島北方沖を航行中、

互いにレーダーのみにより相手船を正横より前方に探知した際、両船共に相手船と著

しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあるかどうかを適正に判断し

ていなかったことから、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

本事故調査の結果から、同種事故の再発を防止するためには、次の事項を遵守する

ことが必要であると考えられる。 

１ 視界制限状態における基本的な事項 

視界制限状態にある水域又はその付近を航行する場合には、法定灯火の表示、音

響信号（霧中信号）の実施、視界の状態などに応じた安全な速力での航行などの基

本的な事項を行うこと。 

２ 適切な見張り 

視界制限状態においては、レーダーのほか、視覚及び聴覚並びにＡＩＳ情報、 

ＶＨＦによる交信その時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張

りを行うこと。また、レーダーは、長距離レンジ又は短距離レンジに切り替えなが

ら使用し、早期に他船を探知すること。 

３ 適正な動静判断 

他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の船舶の映像を系

統的に観察し、著しく接近することとなるかどうか又は衝突するおそれがあるかど
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うかを適正に判断すること。 

４ 著しく接近する等の事態を避けるための動作 

正横より前方にある他の船舶と著しく接近することとなり、又は他の船舶と衝突

するおそれがあると判断した場合は、十分に余裕のある時期にこれらの事態を避け

るための動作をとること。この場合において、やむを得ない場合を除き、針路を左

に転じないこと。 

５ 大幅な減速又は停止  

正横より前方にある他の船舶と著しく接近することを避けることができない場合

は、針路を保つことができる 小限度の速力に減じ、また、必要に応じて停止する

こと。この場合において、船舶は、衝突の危険がなくなるまでは、十分に注意して

航行すること。 
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付図１ 推定航行経路図① 

事故発生場所 

（平成２２年５月２１日１４時５９分ごろ発生） 

事故発生場所

事故発生場所 

約１１kn 

周防灘航路中央線   
基準針路１０２°（２８２°） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

船首方位 

(°) 

対地針路 

(°) 

速力 

（kn） 

14:49:46 33-46-24.0 131-42-01.7 284 280.7 10.1 

14:50:46 33-46-26.2 131-41-49.9 282 280.7 10.1 

14:51:36 33-46-27.9 131-41-40.0 284 284.6 10.2 

14:52:05 33-46-28.8 131-41-34.2 282 279.0 10.1 

14:52:55 33-46-30.6 131-41-24.4 284 284.2 10.2 

14:53:55 33-46-32.7 131-41-12.5 285 282.7 10.0 

14:54:15 33-46-33.5 131-41-08.8 292 286.2 10.0 

14:55:15 33-46-37.1 131-40-57.5 297 294.7 10.2 

14:56:03 33-46-40.4 131-40-48.3 285 283.2 9.9 

14:56:36 33-46-41.8 131-40-42.2 285 286.1 9.9 

14:57:35 33-46-43.6 131-40-30.5 277 279.9 10.0 

14:57:55 33-46-44.0 131-40-26.5 271 274.1 9.8 

14:58:06 33-46-44.1 131-40-24.4 264 272.5 9.8 

14:58:26 33-46-43.7 131-40-20.6 256 256.4 9.3 

14:58:35 33-46-43.5 131-40-19.2 235 272.4 8.6 

14:58:46 33-46-43.0 131-40-17.7 204 234.1 7.0 

14:58:49 33-46-42.7 131-40-17.4 197 228.4 6.7 

14:59:06 33-46-41.3 131-40-16.5 178 198.5 5.7 

14:59:08 33-46-41.1 131-40-16.4 176 195.7 5.4 

(注) ＡＩＳ記録による船位は、Ａ船のＧＰＳアンテナの位置である。 
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写真１ Ａ船の損傷状況（船首部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況（船尾部） 
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写真３ Ｂ船の損傷状況（船首部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況（船尾部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




